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熊本市農業委員会総会議事録 

 

日時 令和４年６月９日（木）午後３時００分  

場所 熊本市中央区二の丸１番１号 桜の馬場城彩苑 多目的交流施設 

 

農業委員２４名 

 1 番 谷口 憲治     2番 小佐井 亮祐     3 番 西田 廣行 

4番 上田 定信        5 番 木村 憲正          6 番 田中 敏郎 

7番 林田 智博      8 番 杉本 守        9番 田上 正富 

10番 東  哲治    11 番 牧野 正治       12番 網田  稔 

13番 三原 勉     14 番 木下 三智也     15 番 赤木 英雄 

16番 福𠩤 幸一    17 番 眞鍋 宣孝      18 番 田上 泰則 

19番  磯田 修一     20 番  宮本 淳一      21番  堀   恭子 

22番  西冨 大二郎   23 番 福嶋 德行         24番 徳永 芳也 

 

 欠席委員（上記２４名中２名が欠席） 

 1 番 谷口 憲治     22 番 西冨 大二郎 

 

 

午後３時００分 開会 

 

事務局     それでは、定刻になりましたので、ただいまから熊本市農業委員会

総会を開会いたします。 

        本日の農業委員会総会の出席は、農業委員総数２４名中、２２名で

ございますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に

基づき、総会は成立しております。 

        それでは会長、ご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長    本日は皆様、ご多用の中、農業委員会総会にご出席いただき誠にあ

りがとうございます。皆様におかれましては田植の時期でもあり、大

変お忙しいことと思います。これから梅雨に入り暑さも本格的になっ

てくると思われます。体調管理にはくれぐれもお気をつけてください。 

        それでは、本日の総会は、農地法に基づく許可申請や農業委員会の

令和３年度の事業報告と令和４年度の事業計画などが主な議案となっ

ております。総会の審議がスムーズに進行できますよう、皆様のご協

力をお願い申し上げ、ご挨拶といたします。よろしくお願いいたしま

す。 



 

－2－ 

事務局     ありがとうございました。 

        総会は、熊本市農業委員会総会会議規則第４条に基づき、会長が議

長になり議事の進行を行うこととなっております。 

        それでは会長、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    それでは議事に入りますが、議事に入るに当たり、総会次第第３の

議事録署名者及び総会書記を指名いたします。本日の議事録署名者に

は、６番の田中敏郎委員と７番の林田智博委員を、書記に事務局の水

上稔夫主任主事を指名いたします。よろしくお願いします。 

        本日の議事は、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請

から、第９号議案、令和４年度事業計画（案）についてまでの９件で

す。 

        初めに、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請１９件

でございます。地元委員のご報告に当たりましては、農地法第３条第

２項の判断基準により、地区委員会での協議状況のご報告をお願いい

たします。 

        それでは１番、お願いします。 

 

１７番 眞鍋宣孝委員 

        １７番、眞鍋です。 

        １番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        １番は、後継者への贈与のための所有権移転の申請です。申請地に

は麦を作付されるとのことです。 

        以上、１件、農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておら

ず、申請は妥当であるとの協議結果でございました。ご審議方、よろ

しくお願いします。 

 

議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして、２番。 

 

９番 田上正富委員 
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        ９番委員、田上です。 

        ２番から６番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたし

ます。 

        ２番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は水稲を作

付されている農家で、申請地には水稲を作付される計画です。 

        ３番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は栗を栽培

されている農家で、申請地には栗を作付される計画です。 

        ４番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は栗を作付

されている農家で、申請地には栗を作付される計画です。 

        ５番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人はミカンを

作付されている農家で、申請地にはミカンを作付される計画です。 

        ６番は、耕作の便宜上取得による所有権移転の申請です。譲受人は

水稲を作付されている農家で、申請地には水稲を作付される計画です。 

        以上５件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２番から６番について地元委員よりご報告がございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして７番。 

 

８番 杉本守委員 

        ８番委員、杉本です。 

        ７番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ７番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人はミカン

を栽培されている農地所有適格法人で、申請地にはミカンを栽培され

る計画です。 

        以上１件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま７番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 



 

－4－ 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        次、８番。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        ８番、９番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたしま

す。 

        ８番は、耕作の便宜上取得のための所有権移転の申請です。譲受人

は水稲、露地野菜を栽培されている兼業農家で、申請地にはホウレン

ソウを作付される計画です。 

        ９番は、耕作の便宜上取得のための所有権移転の申請です。譲受人

は水稲、露地野菜を栽培されている兼業農家で、申請地にはキャベツ

を作付される計画です。 

        以上２件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま８番、９番について地元委員よりご報告がございましたが、

この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        次は１０番。 

 

７番 林田智博委員 

        ７番委員、林田です。 

        １０番と１１番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いた

します。 

        １０番は、子へ贈与による所有権移転の申請です。譲受人は水稲及

び施設野菜を栽培されている農家で、申請地には水稲を作付される計

画です。 

        １１番は、第三者へ贈与による所有権移転の申請です。譲受人は水

稲を栽培されている兼業農家で、申請地には水稲を作付される計画で

す。 



 

－5－ 

        以上２件、先日の地区委員会において検討した結果、農地法第３条

第２項各号の不許可要件に該当せず、申請は妥当であるとの協議結果

です。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１０番、１１番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご質疑ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        次は１２番。 

 

５番 木村憲正委員 

        ５番委員、木村です。 

        １２番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        １２番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は水稲、

麦、野菜を栽培されており、許可後は水稲、麦を作付される計画です。 

        以上１件、先日の地区委員会において検討した結果、農地法第３条

第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協

議結果です。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１２番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は１３番。 

 

１９番 磯田修一委員 

        １９番委員、磯田です。 

        １３番、１４番について、地区委員会での協議状況を報告いたしま

す。 

        １３番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は水稲

とカライモなど露地野菜を栽培される専業農家で、許可後はカライモ

を作付される計画です。 

        １４番も経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は水稲と
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スイカ、メロンなど施設野菜を栽培される専業農家で、申請地につき

ましては、許可後、施設野菜の苗床として利用されるということです。 

        以上２件、先日の地区委員会において検討した結果、ともに農地法

第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当である

との協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１３番、１４番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして１５番。 

 

１１番 牧野正治委員 

        １１番委員、牧野です。 

        １５番から１９番について、地区委員会での協議状況を報告いたし

ます。 

        １５番から１７番は関連でございまして、新規就農のための賃借権

設定の申請であります。借受人は地区委員会へ出席いただき、営農計

画等について聞き取り調査を行っております。借受人はこれまで実家

の農業を手伝っていたということでありますけれども、本格的に農業

を始めるために当たり、昨年７月から今月末までＪＡ鹿本の地域担い

手育成センターで１年間の研修を受けたということであります。許可

後におきましては、アスパラガス、スイカを作付される計画で、従事

者が本人だけとなりますが、忙しい時期には専業農家である父親に手

伝っていただけるということでありました。そのようなことで、地区

委員会といたしましては、特に問題はないものと判断しております。 

        １８番は、経営拡張のための所有権移転の申請であります。譲受人

はスイカ、デコポン等を栽培される専業農家で、許可後申請地には、

デコポンを作付される予定であります。 

        １９番は、所有権移転し子へ贈与される申請であります。譲受人は

会社に勤める傍ら、農業に従事されており、許可後におきましては、

引き続きブドウを作付けされます。 

        以上５件、先日の地区委員会におきまして検討した結果、農地法第

３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当なものと

協議いたしました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 
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議  長    ただいま１５番から１９番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして、第２号議案、農地法第４条の規定に基づく許可申請１

件でございます。地元委員のご報告に当たりましては、転用許可基準

に照らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします。 

        それでは１番。 

 

１９番 磯田修一委員 

        １９番委員、磯田です。 

        １番について、地区委員会の協議状況を報告いたします。 

        １番は、農業用倉庫への転用申請です。農地区分は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地と判断

されます。先日の地区委員会で現地調査を行いましたが、申請地には

既に農業用倉庫が建っており、今回の申請にあたっては顛末書が提出

されております。申請の経緯につきましては、第３号議案の３１番で

申請人を貸し人として農家住宅の申請が出ていますが、この申請手続

を進める中で、隣接地に立つ農業用倉庫の一部が農地内にあることが

判明し、同時に申請されたものです。土地利用状況といたしましては、

595 ㎡のうち、102.91 ㎡を農業用倉庫の一部として利用されるもので、

転用面積は適正な面積と判断いたします。周囲は申請人の宅地と所有

農地で、周辺にも農地がありませんので問題はないと思われます。 

        先日の地区委員会で現地調査を行い検討いたしましたが、立地基準、

一般基準ともに許可基準を満たしていることを確認し、申請は妥当で

あるとの協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして、第３号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請３
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４件でございます。地元委員のご報告に当たりましては、転用許可基

準に照らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします。 

        それでは１番、お願いします。 

 

１７番 眞鍋宣孝委員 

        １７番委員、眞鍋です。 

        １番から６番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報

告いたします。 

        １番は、不動産業を営む法人が特定建築条件付売買予定地として建

設するための所有権移転による転用許可申請です。農地区分は農業公

共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農

地と判断されます。土地の選定に当たっては代替地の検討をされまし

たが、ほかに適地がなく申請地を選定されました。土地利用計画は転

用面積９０６㎡に特定建築条件付売買予定地として４区画を建設され

る計画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。工事期間は

令和５年１２月２５日までの予定で、許可後速やかに着手されること

を確認しております。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度

指定区域内で、開発指導課へ事前審査、協議中とのことです。資力信

用等、転用行為の確実性が認められ、また、周辺農地の営農条件に支

障を生じるおそれはないものと判断されます。 

        ２番と３番は関連で、個人住宅を建設するための所有権の移転によ

る転用許可申請です。農地区分は１０ｈａ以上の一団の広がりのある

第１種農地と判断されます。第１種農地は原則不許可ですが、集落に

接続して設置するものに該当するものとして、不許可の例外と判断し

ました。土地の選定に当たっては代替地も検討されましたが、ほかに

適地がなく申請地を選定されました。土地利用計画は転用面積２４８

㎡に個人住宅１棟を建築される計画で、転用面積としては妥当なもの

と判断されます。工事期間は令和５年８月３１日までの予定で、許可

後、速やかに工事に着手されることを確認しております。開発許可が

必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課へ事前

審査済みとのことです。資力信用等、転用行為の確実性が認められ、

また、周辺農地への営農条件に支障を生じるおそれはないものと判断

されます。 

        ４番は、個人住宅を建設するための所有権の移転による転用許可申

請です。農地区分は農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地で、第２種農地と判断されます。土地の選定に当たって

は代替地も検討されましたが、ほかに適地がなく申請地を選定されま
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した。土地利用計画は転用面積３２０㎡に個人住宅１棟を建設する計

画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。工事期間は令和

５年３月３１日までの予定で、許可後、速やかに着手されることを確

認しております。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定

区域内で、開発指導課へ事前審査協議済みとのことです。資力信用等、

転用行為の確実性が認められ、また、周辺農地の営農条件に支障を生

じるおそれはないものと判断されます。 

        ５番は、不動産業を営む法人が建築条件付売買予定地として建設す

るための所有権の移転による転用許可申請です。農地区分は農業公共

投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地

と判断されます。土地の選定に当たっては代替地も検討されましたが、

ほかに適地がなく申請地を選定されました。土地利用計画は転用面積

２，０６６㎡に特定建築条件付売買予定地として７区画を建設する予

定で、転用面積としては妥当なものと判断されます。工事期間は令和

６年７月３１日までの予定で、許可後、速やかに着手されることを確

認しております。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定

区域内で、開発指導課へ事前審査協議中とのことです。資力信用、転

用行為の確実性が認められ、また、周辺農地の営農条件に支障を生じ

るおそれはないものと判断されます。 

        ６番は、農業法人が農業用資材置場として使用するための賃借権の

設定による転用許可申請です。農地区分は農業公共投資の対象となっ

ていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。

土地の選定に当たっては複数の工事について土地の取得の交渉を重ね

られましたが、承諾が得られず、申請地から合意を得られないために

選定されました。土地利用計画は転用面積２，７７８㎡に営農事業経

営に必要なトラクター１１台、作業用トラック７台、従業員駐車場１

１台の駐車スペース、並びに資材コンテナ置場として使用される計画

で、転用面積としては妥当なものと判断されます。工事期間は令和４

年８月３１日までの予定で、許可後、速やかに着手されることを確認

しております。資力信用、転用行為の確実性が認められ、また、周辺農

地への営農条件に支障を生じるおそれはないものと判断されます。な

お、申請地は一部既に農業用資材置場として使用されており、使用し

ていたことに対して深く反省している旨の始末書が提出されておりま

す。 

        先日の地区委員会で現地調査を行い検討した結果、立地基準の面、

一般基準の面ともに転用許可基準を満たしているとの協議結果でござ

いました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 
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議  長    ただいま１番から６番について地元委員よりご報告がございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は７番。 

 

９番 田上正富委員 

        ９番委員、田上です。 

        ７番から１１番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告い

たします。 

        ７番は、不動産業を営む法人が所有権移転による共同住宅への転用

許可申請です。農地区分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い

農地で、第２種農地と判断されます。土地選定に当たっては周辺で代

替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地がなかったため申請地

を選定されております。土地利用計画は転用面積９３５㎡に共同住宅

２棟を建築される計画で、転用面積としては適正なものと判断されま

す。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除については問題あ

りません。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域で、

開発指導課へ事前審査の申請中とのことです。工事期間は令和５年１

２月３１日までを予定されており、許可後は速やかに着手されること

を確認しております。 

        ８番と９番は関連で、所有権移転による事務所兼自動車修理工場へ

の転用許可申請で、農地区分は１０ｈａ以上の広がりのある一団の農

地の区域内にある第１種農地と判断されます。第１種農地は原則不許

可ですが、今回の申請は不許可の例外規定の一般国道または都道府県

道の沿道の区域であって、車両の通行上必要な施設を設置する場合に

該当すると判断いたしました。土地選定に当たっては周辺で代替地の

検討をされましたが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地を選

定されております。土地利用計画は総事業面積３，８１１．８２㎡の

事業地内の総転用面積３，７４４㎡に事務所兼自動車修理工場、立体

駐車場、自動車展示場を建築される計画で、転用面積としては適正な

ものと判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除

については問題ありません。開発許可が必要となりますが、開発指導

課へ事前審査の申請中とのことです。工事期間は令和５年４月３０日

までを予定されており、許可後は速やかに着手されることを確認いた
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しております。 

        １０番は、建築業を営む個人が所有権移転による駐車場への転用許

可申請です。農地区分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農

地で、第２種農地と判断されます。土地選定に当たっては周辺で代替

地の検討もされましたが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地

を選定されております。土地利用計画は申請人が自己の事業に使用す

る来客用駐車場を設置する計画で、転用面積１５８㎡に駐車スペース

５台分を整備される計画で、転用面積としては適正なものと判断され

ます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除については問題

ありません。工事期間は令和４年７月３１日までを予定されており、

許可後速やかに着手されることを確認いたしております。 

        １１番は、所有権移転による個人住宅への転用許可申請です。農地

区分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地

と判断されます。土地選定に当たっては周辺で代替地の検討もされま

したが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地を選定されており

ます。土地利用計画は転用面積２５１㎡に木造平屋建て１棟を建築さ

れる計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、

給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。開発

許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課

へ事前審査の申請中とのことです。工事期間は令和５年５月３０日ま

でを予定されており、許可後速やかに着手されることを確認いたして

おります。 

        以上、５件、さきの地区委員会で現地調査を行い立地基準の面、一

般基準の面を協議、検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろしくお

願いいたします。 

 

議  長    ただいま７番から１１番までについて地元委員よりご報告がござい

ましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。

なお、８番と９番については、総転用面積が３，０００㎡を超えます

ので、申請どおり許可相当として農業会議へ意見を聴取することとい

たします。 

        続きまして１２番。 
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８番 杉本守委員 

        ８番委員、杉本です。 

        １２番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

       １２番は、飲食店を経営する個人が祖父との使用貸借権を設定し、駐

車場への転用許可申請です。農地区分は中山間地の広がりのない小集

団の農地のため、第２種農地と判断されます。土地選定に当たっては、

周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地がなかったた

め申請地を選定されております。土地利用計画は転用面積１，１４７

㎡に２０台分の駐車スペースを設置される計画で、妥当な面積と判断

されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除とも問題あ

りません。工事期間は令和４年９月１６日までを予定されております。

ただし、申請地は既に工事に着手されており、今後、このようなこと

がないようにする旨の始末書が添付されております。 

        以上、１件、先日の地区委員会で現地調査、確認を行い、検討した

ところ、立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たして

いるとの協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長    ただいま１２番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        次は１３番。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        １３番から２４番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告

いたします。 

        １３番は、建設業を営む法人が所有権移転による建築条件付売買予

定地への転用許可申請です。農地区分は１０ｈａ未満の広がりのない

生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。土地選定に当たっ

ては、周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地がなか

ったため申請地を選定されております。土地利用計画は転用面積１，

５４２㎡に建築条件付売買予定地７区画及び道路の計画で、転用面積

としては適正なものと判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農
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地への被害防除については問題ありません。開発許可が必要となりま

すが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課からの開発行為事前

審査の回答書が添付されております。工事期間は令和８年７月３１日

までの予定で、許可後、速やかに着手されることを確認いたしており

ます。 

        １４番は、所有権移転による個人住宅への転用許可申請です。農地

区分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地

と判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされ

ましたが、ほかに適当な土地がなかったため申請地を選定されており

ます。土地利用計画は転用面積２０４㎡に個人住宅、木造２階建て１

棟の計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、

給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。開発

許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課

へ事前審査の申請中とのことです。工事期間は令和５年５月３０日ま

でを予定されており、許可後、速やかに着手されることを確認いたし

ております。 

        １５番は、所有権移転による個人住宅への転用許可申請です。農地

区分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地

と判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされ

ましたが、ほかに適当な土地がなかったため申請地を選定されており

ます。土地利用計画は転用面積４５１㎡に個人住宅、木造２階建て１

棟の計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、

給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。開発

許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課

からの開発行為事前審査の回答書が添付されております。工事期間は

令和４年１２月２４日までを予定されており、許可後、速やかに着手

されることを確認いたしております。 

        １６番は、所有権移転による駐輪場への転用許可申請です。農地区

分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地と

判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされま

したが、ほかに適当な土地がなかったため申請地を選定されておりま

す。土地利用計画は転用面積５．６９㎡に自転車１台分の駐輪場の計

画で、転用面積としては適正なものと判断されます。排水計画、隣接

農地への被害防除については問題ありません。ただ、申請地は既にコ

ンクリート舗装され、駐輪場として使用されており、今後、このよう

なことがないようにする旨の始末書が提出されております。 

        １７番から１９番は関連で、不動産業を営む法人が所有権移転によ
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る建売住宅及び公衆用道路への転用許可申請です。農地区分は市街地

化の傾向の著しい区域内で、上下水道管２管の通った沿道の区域、か

つ５００ｍ以内に複数の医療施設がある第３種農地と判断されます。

土地利用計画は転用面積９５８.０７㎡に建売住宅、木造２階建て３棟

及び公衆用道路の計画で、転用面積としては適正なものと判断されま

す。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除については問題あ

りません。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内

で、開発指導課へ事前審査の申請中とのことです。工事期間は令和５

年３月３１日までを予定されており、許可後、速やかに着手されるこ

とを確認いたしております。 

        ２０番から２２番は関連で、不動産業を営む法人が所有権移転によ

る貸駐車場への転用許可申請です。農地区分は２０番については、１

０ｈａ以上の一団の農地の区域内にある第１種農地、２１番、２２番

については、市街地化の傾向の著しい区域内で、上下水道管２管の通

った沿道の区域、かつ５００ｍ以内に複数の医療施設がある第３種農

地と判断されます。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は不

許可の例外規定の、隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供

するものであって、総事業面積に占める当該第１種農地の面積の割合

が３分の１を超えないものに該当すると判断しました。土地選定に当

たっては、周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地が

なかったため申請地を選定されております。土地利用計画は転用面積

２０３．６７㎡に普通車両６台分の貸駐車場の計画で、転用面積とし

ては適正なものと判断されます。資金計画、排水計画、隣接農地への

被害防除については問題ありません。工事期間は令和５年３月３１日

までを予定されており、許可後、速やかに着手されることを確認いた

しております。 

        ２３番は、所有権移転による個人住宅への転用許可申請です。農地

区分は１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地

と判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされ

ましたが、ほかに適当な土地がなかったため申請地を選定されており

ます。土地利用計画は転用面積４５５㎡に個人住宅、木造平屋建て１

棟の計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、

給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。開発

許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課

へ事前審査の申請中とのことです。工事期間は令和５年３月３１日ま

でを予定されており、許可後、速やかに着手されることを確認いたし

ております。 
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        ２４番は、不動産業を営む法人が所有権移転による建売住宅及び公

衆用道路への転用許可申請です。農地区分は１０ｈａ未満の広がりの

ない生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。土地選定に当

たっては、周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地が

なかったため申請地を選定されております。土地利用計画は転用面積

４５６㎡に建売住宅、木造２階建て２棟及び公衆用道路の計画で、転

用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、給排水計画、

隣接農地への被害防除については問題ありません。開発許可が必要と

なりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課へ事前審査の

申請中とのことです。工事期間は令和５年３月３１日までの予定で、

許可後、速やかに着手されることを確認いたしております。 

        以上、１２件、さきの地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、

一般基準の面を協議、検討した結果、いずれも許可基準を満たしてお

り、今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろし

くお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１３番から２４番まで、地元委員よりご報告ございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして２５番。 

 

１４番 木下三智也委員 

        １４番委員、木下です。 

        ２５番から２７番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        ２５番から２７番は関連で、土木建設業を営む申請人が所有権移転

による資材置場及び車両置場への転用許可申請です。農地区分は１０

ｈａ以上の広がりのある一団の農地の区域内にある第１種農地と判断

されます。１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は不許可の例外

規定の「集落に接続して設置されるもの」に該当すると判断しました。

申請人も同地区内に居住しております。土地選定に当たっては、周辺

で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地がなかったため申

請地を選定されております。土地利用計画は総転用面積２６８㎡に業

務用の資材置場及び車３台分の自家用、来客用、車両置場として使用
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される計画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。資金計

画、排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。工

事期間は令和４年７月３１日までを予定されており、許可後速やかに

工事に着手されることを確認いたしております。 

        以上、３件、先日の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、

一般基準の面を協議、検討した結果、いずれも許可基準を満たしてお

り、今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろし

くお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２５番から２７番までについて地元委員よりご報告がござ

いましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        次は、２８番。 

 

５番 木村憲正委員 

        ５番委員、木村です。 

        ２８番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ２８番は、宅地建物取引業を営む法人が所有権移転による建築条件

付売買予定地への転用許可申請です。農地区分は市街地化の傾向が著

しい区域内の農地で、上下水管の２種が埋設されている道路の沿道の

区域であって、申請地からおおむね５００ｍ以内に２つの公共施設が

ある第３種農地と判断されます。土地利用計画は転用面積２，６０５

㎡に建築条件付売買予定地として１０区画と新設道路を整備される計

画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。工事期間は令和

５年１２月２５日までの予定で、許可後は速やかに着手されることを

確認いたしております。資力、信用等、転用行為の確実性が認められ、

また、周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれはないものと判断さ

れます。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、

開発指導課へ事前審査済みとのことです。 

        先日の地区委員会で現地調査を行い検討したところ、立地基準の面、

一般基準の面ともに転用許可基準を満たしているとの協議結果でござ

いました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２８番について地元委員よりご報告がございましたが、こ
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の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、２９番。 

 

２０番 宮本淳一委員 

        ２０番委員、宮本です。 

        ２９番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ２９番は不動産業を営む法人が所有権移転し、建築条件付売買予定

地への転用許可申請です。農地区分は１０ｈａ以上の一団の農地の区

域内にある第１種農地と判断されます。第１種農地は原則不許可です

が、集落に接続し設置するものに該当し、不許可の例外規定に該当す

るものと判断されます。代替地についても検討されております。土地

利用計画は申請地に建築条件付売買予定地２区画を整備される計画で、

転用面積としては妥当なものと判断されます。資金計画、給排水計画、

隣接農地への被害防除については問題ありません。開発許可が必要と

なりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課へ事前協議の

申請中とのことです。工事期間は令和６年１１月３０日までの予定で、

許可後、速やかに着手されることを確認しております。 

        以上、１件、先日の地区委員会で現地調査、確認を行い検討したと

ころ、立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしてい

るとの協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２９番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、３０番。 

 

１９番 磯田修一委員 

        １９番委員、磯田です。 

        ３０番から３２番について、地区委員会での協議状況を報告いたし

ます。 
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        ３０番は、コンクリートの製造、販売業を営む法人が所有権移転し、

資材置場及び駐車場へ転用する申請です。農地区分は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地と判断

されます。土地の選定にあたっては、代替地として近隣で農地以外の

土地を検討されましたが、地権者の同意が得られなかったため、申請

地を選定されたものです。土地利用計画は、申請地５１２㎡をコンク

リート製造用の資材置場とコンクリートミキサー車５台分の駐車場な

どとして利用される計画で、転用面積としては適正なものと判断いた

します。資金計画等に問題はなく、周辺農地への営農への支障もない

ものと思われます。工期は許可日から令和４年１２月２０日までの予

定で、許可後、速やかに着手されることを確認しております。 

        ３１番は、使用貸借権を設定し、農家住宅へ転用する申請です。農

地区分は農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農

地で、第２種農地と判断されます。土地の選定にあたっては、農地以

外の土地など検討されましたが、既存の住宅の隣接地であり、義理の

母が所有する農地でもあることから、申請地を選定されました。土地

利用計画は、申請地３２０㎡と農地以外の土地を合わせた総事業面積

４６４.３㎡に、木造平屋建て住宅１棟を設置される計画で、転用面積

は適正なものと判断いたします。必要書類も揃っており、資金計画、

給排水計画にも問題はありません。また、隣接する農地はなく、事業

内容から周辺農地への影響を及ぼすこともないと思われます。工期は

許可日から令和５年６月３０日まで予定されており、許可後、速やか

に着手されることを確認しております。 

        ３２番は、土木、建築業を営む法人が賃借権を設定し、仮設事務所

及び駐車場へ転用する申請です。なお、今回の申請につきましては、

申請地近くの北熊本サービスエリア内の休憩施設建築工事のための仮

設現場事務所などとして利用されるもので、借地期間３年の一時転用

となっております。農地区分は１０ｈａ以上の一団の広がりのある農

地の区域内にある第１種農地と判断され、原則許可はできませんが、

申請が仮設工作物の設置、その他の一時的な利用に供するものに該当

することから、例外的に認められるものと判断いたします。土地の選

定にあたりましては、周辺で代替地を検討されましたが、他に適した

土地がなく申請地を選定されたものです。土地利用計画は、申請地８

７１㎡を砂利敷きし、仮設の現場事務所１棟を建築するほか、工事関

係車両１５台分の駐車場として利用する計画で、転用面積は適正なも

のと判断いたします。資金証明など、必要書類も揃っており、排水計

画等にも問題はありません。また、周囲の状況から周辺農地への影響
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もないと思われます。仮設事務所棟の工事につきましては、許可後、

速やかに着手され、今月末には完了予定であること、また、一時転用

の期間満了時には、確実に農地へ復旧されることも併せて確認してお

ります。 

        以上、３件、先日の地区委員におきまして、現地調査を行い検討し

た結果、立地基準、一般基準のいずれの許可基準についても満たして

おり、申請は妥当であるとの協議結果でございました。ご審議方、よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま３０番から３２番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        つぎは、３３番。 

 

２３番 福嶋德行委員 

        ２３番委員、福嶋です。 

        ３３番、３４番について、地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        ３３番は、太陽光発電事業を営む法人が地上権を設定し、太陽光発

電設備へ転用する申請です。農地区分は農業公共投資の対象となって

いない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。土

地の選定にあたっては、代替地として農地以外の土地を含め検討され

ましたが、ほかに日照、広さなど条件に合う土地がなく、申請地を選

定されたものです。土地利用計画は申請地２筆合わせて９２１㎡に太

陽光パネル２００枚、発電容量８２キロワットを設置される計画で、

転用面積は適正なものと判断いたします。事業計画、資金計画などに

問題はなく、添付書類として経済産業省の設備認定通知書及び電力会

社から系統連携に係る通知書など、必要書類は揃っております。申請

地の西側は農地ですが、地権者からの承諾が得られており、問題はな

いものと思われます。また、排水については、自然地下浸透で処理さ

れますが、処理できない場合は、水路への放流となっているため、排

水同意書が添付されております。工期は許可日から令和４年７月３１

日までを予定されており、許可後、速やかに着手されることを確認し

ております。 
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        ３４番は、農畜産物の生産、販売を行う法人が使用貸借権を設定し、

駐車場に転用する申請です。農地区分は農用地区域内の農地ですが、

今回の申請に当たり、事前に農業用施設用地への用途区分変更が行わ

れており、不許可の例外に該当するものと判断いたします。土地利用

計画は農地１，４３８㎡の一部に３６０㎡を従業員用の駐車場７台分

のほか、通路として利用される計画で、転用面積は適正なものと判断

いたします。資金計画、排水計画など問題はなく、事業内容、周囲の状

況から周辺農地への影響もないものと思われます。また、申請地は土

地改良区の区域内にありますので、当該農業土地改良区に意見を求め

たところ、今回の転用については、差し支えない旨の意見書が提出さ

れています。工期は、許可日から令和４年７月２０日までの予定で、

許可後、速やかに着手されることを確認しております。 

        以上、２件、先日の地区委員会におきまして、現地調査を行い検討

した結果、立地基準及び一般基準を満たしており、申請は妥当である

と協議いたしました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま３３番から３４番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、第４号議案及び第５号議案でございます。 

        この件につきましては、事務局より内容の説明をお願いします。 

 

事務局     第４号及び第５号議案は関連ですので、併せてご説明いたします。 

        まず、第４号議案、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画（３号）についてご説明いたします。 

        初めに所有権移転ですが、明細１５ページの１番から１９ページの

１３番までの合計１３件で、７件が公社からの売渡し、６件が公社に

よる買取りの売買です。面積は１３件合わせまして田２万１，８９２

㎡、畑７，０５６㎡の合計２万８，９４８㎡で、売買価格は備考欄記載

のとおりとなっております。 

        次に、利用権設定の新規設定分です。明細１９ページの１４番から

２６ページの３５番までの合計２２件で、契約期間別では６年未満が

６件、６年以上１０年未満が２件で、１０年以上が１４件で、面積は

２２件、合わせまして田７万２３１９．8 ㎡、畑１，０９２㎡の合計７
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万３，４１１.８㎡です。権利の種類は賃借権及び使用貸借権、利用内

容は水稲、大豆、施設野菜、果樹です。 

        次に再設定分です。明細２６ページの３６番から３３ページの４８

番までの合計１３件で、契約期間別では６年未満が８件、６年以上１

０年未満が１件、１０年以上が４件で、面積は１３件合わせまして田

２万６，３１１㎡、畑５万７，１２６㎡の合計８万３，４３７㎡です。

権利の種類は賃借権及び使用貸借権、利用内容は水稲、施設野菜、果

樹、飼料作物、花卉です。 

        続きまして、第５号議案です。３４ページの表をご覧ください。こ

ちらは農地中間管理機構との貸借の新規設定になります。明細３５ペ

ージの１番から４７ページの２０番までで、契約期間別では６年未満

が５件、６年以上１０年未満が３件、１０年以上が１２件で、面積は

２０件合わせまして田の６万６，８７４㎡、畑４，９６２㎡の合計７

万１，８３６㎡です。権利の種類は賃借権及び使用貸借権、利用内容

は水稲、畑作物を予定しております。 

        以上の案件につきましては、さきの地区委員会で協議が行われ、全

ての案件が農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ていることが確認されております。 

        第４号及び第５号議案の説明につきましては以上です。 

 

議  長    ただいま事務局より内容の説明がございましたとおり、この件につ

きましては各地区委員会での詳細にわたり確認が行われており、全て

の案件が農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の基準に適合してい

るとのことでございます。この件について何かご意見はございません

か。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、計画案どおり承認することに決定します。 

        続きまして、第６号議案、納税猶予に関する適格者証明願１件でご

ざいます。地元委員のご報告に当たりましては、願出人の耕作状況な

ど地区委員会での調査結果を踏まえ、協議状況の報告をお願いいたし

ます。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

１９番 磯田修一委員 

        １９番委員、磯田です。 
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        １番について、地区委員会での協議状況をご報告いたします。 

        １番は、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定により、相続税

の納税猶予を受けたるための適格者証明願です。願出人はトマト、花

卉を栽培されている専業農家で、対象農地３筆については、願出人自

らの農地として適正に管理、耕作を行っていることを地元農業委員が

確認しており、先日の地区委員会におきましては、証明書の交付につ

いて何ら問題ないとの協議結果でございました。ご審議方、よろしく

お願いします。 

 

議  長    ただいま、１番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、願い出どおり証明することに決定します。 

        続きまして、第７号議案、引き続き農業経営を行っている旨の証明

願１件でございます。地元委員のご報告に当たりましては、対象農地

の耕作状況など調査結果を踏まえ、協議状況のご報告をお願いします。 

        それでは１番、お願いします。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        １番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        １番は、租税特別措置法第７０条の６第１項の相続税の納税猶予の

継続のための必要とする証明の願い出です。願出人は露地野菜を栽培

されている農家で、対象農地について引き続き農地として適正な管理、

耕作が行われていることを地元委員が確認しております。 

        以上１件、先日の地区委員会において、証明書の交付については何

ら問題のないものと協議いたしました。ご審議方、よろしくお願いい

たします。 

 

議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、願い出どおり証明することに決定いたしま
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す。 

        次に、農地法等に関する報告事項です。事務局より説明をお願いい

たします。 

 

事務局     議案書のカラーページ、報告事項の一覧をご覧ください。１番から

１１番までの合計１４２件となっております。件数のみ報告いたしま

す。 

        以上です。 

 

議  長    続きまして、第８号議案、令和３年度事業報告についてです。事務

局より説明をお願いいたします。 

 

事務局     それでは、第８号議案、令和３年度事業報告について、ご説明いた

します。 

        まず、１ページでございます。第１、事業総括になります。１の農

地等の利用の最適化の推進活動では、担い手への農地利用の集積、集

約化、遊休農地の発生防止、解消、新規参入の促進及び非農地化判断

の適正な実施を行ったところでございます。２の農地法及び農業経営

基盤強化促進法関係業務では、法に基づき許認可等の業務を適正に行

ったところでございます。 

        ２ページをお願いいたします。第２、事業概要を記載しております。 

        ２ページから４ページは、総会の開催状況を記載しております。 

        ５ページをお願いいたします。５ページは、地区委員会及び役員会、

各専門委員会の開催状況を記載しております。 

        続きまして、６ページをお願いいたします。６ページは、農地法第

３条、４条、５条、許可不要転用及び１８条の許可申請や届出につい

て実績を記載しております。 

        次に、７ページでございますが、７ページから８ページの上段まで、

農業経営基盤強化促進事業の実績を記載しております。農業経営基盤

強化促進法に基づく担い手への農地集積について、権利等の種別ごと

に記載をしております。 

        また、８ページの（イ）でございますが、農地移動適正化あっせん・

譲受け等公社数を、（ウ）は、認定農業者数を各区ごとに記載しており

ます。（４）の中間管理事業といたしまして、担い手の集積を図った実

績を記載しているところでございます。（５）は、農業者年金の業務に

ついて内容を記載しております。 

        続きまして、飛びまして、１０ページをお願いいたします。１０ペ
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ージに、農業委員会等に関する法律第６条第２項に基づく農地等の利

用の最適化推進事業でございます。（１）の担い手への農地利用の集積・

集約化、（２）の遊休農地の発生防止・解消、（３）の新規参入の促進、

（４）では、平成３０年度から取組を始めました非農地化判断の適正

な実施を記載しております。また、（５）の違反転用への適正な対応も

行ったところでございます。 

        次に、１１ページでございますが、（６）の研修会への参加でござい

ますが、昨年度は農業委員会が実施した研修会や農業会議が主催の研

修会への参加を記載しているところでございます。 

        続きまして、１２ページをお願いいたします。１２ページ、３、農

業委員会等に関する法律第６条第３項に基づく業務といたしまして、

田畑売買価格等に関する調査をはじめとして各種調査事業の実施や情

報宣伝活動といたしまして、ホームページへの記載や効果的な活用に

取り組んだところでございます。また、全国農業新聞の普及啓発も行

ったところでございます。 

        次に、１３ページをお願いいたします。１３ページから２０ページ

は、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検、評価になり

ます。これは、これまで説明いたしました令和３年度の業務内容を熊

本県に報告するための様式で、実績数値等を記載しているものでござ

います。 

        １３ページの１でございますが、農業委員会の状況といたしまして

は、本市農業の概要と農業委員会の体制を令和３年４月１日現在で記

載しております。 

        続きまして１４ページでございますが、担い手への農地の利用集積・

集約化といたしまして、令和３年度の目標及び実績を記載しておりま

す。 

        次に、１５ページでございますが、３の新たに農業経営を営もうと

する者の参入促進については、令和３年度の目標と実績、目標達成に

向けた活動を記載しておりまして、新規参入実績は２０経営体で２１

ｈａとなっております。 

        次は１６ページでございますが、４の遊休農地に関する措置に関す

る評価でございます。令和３年度は対象目標３６ｈａに対しまして２

２ｈａの解消が図られております。 

        １７ページの５、違反転用者に対しては、適正な指導など対応を行

った旨を記載しております。 

        第８号議案の説明については以上でございます。よろしくお願いい

たします。 
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議  長    ただいま、事務局から令和３年度事業報告について説明がありまし

た。これについて、異議はございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということでございますので、第８号議案、令和３年度事

業報告については、事務局の報告どおり承認することに決定いたしま

す。 

        次に、第９号議案、令和４年度事業計画（案）についてです。事務局

より説明をお願いします。 

 

事務局     別冊で第９号議案、令和４年度事業計画（案）についてというのが

あるかと思います。こちらをよろしくお願いいたします。 

        まず、１ページをお願いいたします。第１の事業方針でございます

が、今年度の１、農地等の利用の最適化の推進、２、熊本市農地利用最

適化推進チームによる活動の推進、３、非農地化判断適正な実施、４、

農地法等に基づいた法令業務について適正な処理の４つを基本的な事

業方針としたいと考えております。 

        次に、２ページをお願いいたします。第２、事業概念になります。

１の農業委員会等に関する法律第６条第１項に基づく法令４でござい

ますが、（１）の会議の開催から、３ページの（９）の証明発行業務ま

で、昨年度と同様、適正な業務の執行を執り行ってまいります。それ

から委員の皆様方におかれましては、現地調査及び確認、案件の審議

や地元での相談業務など多種多様な業務をお願いすることになります

が、引き続きよろしくお願いいたします。 

        続きまして、４ページをお願いいたします。２の農業委員会等に関

する法律第６条第２項に基づく農地等の利用の最適化の推進業務でご

ざいます。こちらの業務は、平成２８年度より必須業務と位置づけら

れているものでございます。熊本市農地利用最適化推進チームで組織

的に活動を行いまして、担い手の農地利用の集積、集約化を図ります

とともに、遊休農地の発生防止、解消、新規参入の促進及び平成３０

年度から取り組んでおります非農地化判断の適正な実施について、今

年度も積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

        次に、５ページをお願いいたします。５ページの３、農業委員会等

に関する法律第６条第３項に基づく業務についてでございますが、令

和４年度も調査事業及び情報宣伝活動を積極的に執り行ってまいりた

いと考えております。 
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        続きまして、６ページから８ページについてでございますが、令和

４年度の最適化活動の目標の設定等でございます。記載項目につきま

しては、熊本県へ提出する報告資料と同じ様式となっております。今

回、令和４年度最適化活動の目標の設定等については、これまでと大

きく内容が変わっております。順次説明してまいりたいと思います。 

        まず、６ページ１、農業委員会の状況につきましては、把握してい

る直近の数値を記載しております。後で数字のほうは確認をお願いし

たいと思います。 

        ７ページの２、最適化活動の目標、１、最適化活動の成果目標で（１）

の農地の集積①の現状及び課題でございますが、管内の農地面積（ａ）

が１万１，０００ｈａ、これまでの集積面積（ｂ）が５，９６1ｈａで、

集積率としては５４．２％でございます。 

        ②の目標でございますが、農地の集積の目標年度につきましては、

熊本県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本指針におきまして、

令和１１年度までに集積率を８０％を目標とするということが示され

ておりますので、その年度、集積率に合わせる形で記載をしておりま

す。また、今年度の新規集積面積でございますが、令和３年度の新規

集積面積の実績が約１３８ｈａでございましたので、今年度目標につ

きましては実現可能と考えられます１００ｈａをまずは目標として考

えております。 

        次に、（２）の遊休農地の解消、①現状及び課題でございますが、現

状といたしましては、１号遊休農地につきましては、令和３年度の調

査の結果１１１．６１ｈａでございました。このうち草刈り等を行っ

た上に直ちに耕作可能となる農地として緑区分の遊休農地というふう

になっておりますので、それが５２．８３ｈａ、うち黄色区分の遊休

農地の面積につきましては、人の背丈以上に生育した雑木があったり

とか、またはトラクターのみですぐに耕起できないけれども、重機等

併用してするのであれば耕作可能な農地として利用できるというのが

黄色区分でございまして、それが５８．７８ｈａでございます。 

        ②の目標は、既存遊休農地の解消、緑区分の遊休農地の解消につい

てでございます。令和３年度の利用状況調査における緑区分の遊休農

地が５２．８３ｈａで、解消目標面積は令和３年度の利用状況におけ

る緑区分の遊休農地の５分の１を記入することになっておりますので、

目標としては１０．５７ｈａを目標に設定して記載しております。ｂ

の黄区分の遊休農地の解消については、令和３年度の利用状況調査に

おける黄区分の遊休農地面積を記載しております。次に、イの新規発

生遊休農地の解消につきましては、前年度の新規発生した緑区分の遊
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休農地の解消を目標面積に記載しているところでございます。 

        次に、８ページをお願いいたします。８ページの（３）新規参入、①

現状及び課題について、これは直近３か年度の新規参入した経営面積

と当該経営体の経営面積の合計の農地面積を記載しているところでご

ざいます。②の目標について、平成２８年度から平成３０年度までの

過去３年間の利用権移転面積の平均の１割を記載することになってお

ります。それで３３．３ｈａとしております。 

        次に、２の最適化活動の活動目標（１）推進委員等が最適化活動を

行う日数目標についてでございますが、１人当たりの活動日数を１か

月当たり６日と設定しております。また最適化活動を行う農業委員の

人数につきましては、本来２４人でございますが、こちらは中立委員

の取扱いについては、中立委員の特殊性から一般農業委員等と同じ目

標設定というのは難しいために、この記載する人数から除外し、２３

人というふうにしております。農地利用最適化推進委員の人数につい

ては、４８人を記載しております。 

        次の（２）活動強化月間の設定目標につきましては、３回以上を設

定することになっておりますので、記載している項目について目標を

設定しております。 

        次の（３）新規参入相談会の参加目標につきましては、熊本市が主

催します就農・営農相談会という審査会というのが月２回開催されて

おりますので、その相談会等に参加していただくことを目標としてお

ります。 

        以上で、令和４年度の最適化活動の目標の設定についての説明を終

わります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、事務局から、令和４年度事業計画（案）について説明が

ありました。これについて、ご異議ございませんか。 

        どうぞ。 

 

２４番 徳永芳也委員 

        案についてはこのとおりで、内容としては問題ないと思うんですが、

事務局のほうにちょっとお願いなんですけれども、３ページの（３）

の（イ）熊本市農業委員会農地利用適正化あっせん基準に基づきとい

うのが記載してありますけれども、恐らく農地の適正化あっせん事業

の実施要領に基づいて、市農業委員会で作成した基準ということだと

思いますので、このあっせんという文言等々を含めて次回の総会のと

きにでも提供していただいて、配付していただいてよろしいでしょう
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か。お願いです。すみません。 

 

議  長    よろしいですか。 

 

事務局     あっせん基準の見直しにつきましては、昨年度３月ぐらいにちょっ

とお話をさせていただいて、今改定の基準を見直しているところでご

ざいます。来月まで、遅くても県のほうには８月までには提出するこ

とになっておりますので、来月中には総会のほうでお示しをして、基

準の改定等を含めてご審議したいというふうに考えております。 

 

２４番 徳永芳也委員 

        ありがとうございます。 

 

議  長    よろしくお願いいたします。 

        ほかに何かありませんでしょうか。 

 

１２番 網田稔委員 

        遊休農地の解消のところで、緑区分の遊休農地の面積が５２．８３

ｈａということですが、それを各地区ごとに出してもらうといいんで

すが。各地区ごとに緑区分はどれくらいの面積で、どの地区にあるか

というのが分かるならば後で出してもらえればと思います。 

 

事務局     緑区分につきましては、中東部、西部、河内、芳野ということで、こ

ちら事務局のほうでは整理しておりますので、どんな形でお渡しした

らよろしいでしょうか。 

 

１２番 網田稔委員 

        これは来月でもよいですが。 

 

事務局     それでは地区委員会でお配りするような形でよろしいでしょうか。 

 

１２番 網田稔委員 

        はい。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        ほかに何かありませんでしょうか。 

        ないようでしたら、「令和４年度の事業計画（案）」と書いてありま
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すが「（案）」を消していただきたいというふうに思います。 

        以上をもちまして、本日予定しておりました議案、議事については

全て終了いたしました。 

        次に、次第５の報告事項です。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局     私のほうからは、資料が報告事項と書いてあるタイトルの資料を、

説明させていただきます。６つ項目を挙げて７ページまであります。 

        ページを開いていただいて、まず、１ページ左側、こちらが令和４

年度の農業委員会事務局の予算でございます。令和４年度の年間予算

は歳入歳出とも３億５，５６５万円となっております。 

        主なものとして、まず、上の歳入予算ですが、一番上の農業委員会

補助金、こちらは委員さんの報酬や機構集積支援事業など、熊本市の

農業委員会が行っている事業に対する熊本県からの補助金でございま

す。この補助金が２，０４７万２，０００円予定しております。 

        次に、歳出予算の主なものとして、一番上の人件費、これは事務局

職員２９名の給料諸手当、退職金などになっております。こちらは３

億２９９万７，０００円です。その下の管理運営費、これは委員さん

方の報酬が主なものになっております。４，７４３万７，０００円を

計上しております。 

        予算についての説明は以上です。 

        次に、右側の２ページです。こちらは、令和３年度に農用地利用集

積計画で報告されました田畑１０ａ当たりの年額賃借料の返金額、最

高額、最低額の一覧となっております。 

        次に、ページ開いていただいて３ページ、こちらは、令和４年６月

１日現在の農業委員会の組織図ということで、役員会と農業委員さん、

最適化推進委員さんと各地区委員会の組織図として載せております。 

        次に、右側、４ページ、こちらには農業委員さんの名簿です。 

        次に、５ページと６ページには、推進委員さんの現在の名簿を掲載

しております。 

        最後に７ページです。こちらは事務局と各分室の担当業務の事務分

掌を記載しておりますので、参考にされてください。 

        以上で、報告事項の説明を終わります。賃借料情報と両委員さんの

名簿については市のホームページでも公表をさせていただいておりま

す。 

        説明は以上になります。 

 

議  長    ありがとうございます。 



 

－30－ 

        次に、次第６のその他ですが、本日は特に何もございません。 

        以上をもちまして、全ての案件が滞りなく終了いたしました。 

        なお、本総会において決議されました案件については、その条項、

字句、その他整理を要するものについては、会議規則第１８条の規定

により、その整理を議長に委任願いたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしと認めます。 

        よって、本総会において議決され案件の整理については、これを議

長に一任することに決定いたしました。 

 

事務局     ありがとうございました。それでは、これにて閉会いたします。 

 

  閉  会 午後４時３３分 

 

 

 

会議の顛末、以上のとおり相違ありません。 

 

令和４年６月９日 

  

 

議  長    福 𠩤 幸 一 

 

 

署名委員    田 中 敏 郎 

 

 

 署名委員  林 田 智 博 

 

 

 書  記  水 上 稔 夫 

 


